
千曲市告示第５５号 

  

千曲市スポーツ大会出場奨励金交付要綱を次のように定める。 

  

  

令和７年３月３１日 

  

  

千曲市長 小 川 修 一 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千曲市スポーツ大会出場奨励金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民のスポーツ活動に対する意識の高揚とスポーツ振興を図るため

全国大会等のスポーツ大会に出場する個人又は団体に対して、奨励金を交付することに

ついて千曲市補助金等交付規則（平成24年千曲市規則第38号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（交付対象） 

第２条 奨励金の交付対象は、次条に規定する大会に出場する個人又は団体であって、次

の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 勉学等のため、一時的に千曲市を離れている者であって、実家が市内にある者 

(3) 市内の学校又は事業所に所属する団体 

(4) 市内に活動の本拠を有し、かつ、当該大会の要項に定められた登録人数のうち、

市内に住所を有する者が、４分の３以上を占める団体 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの 

（交付対象大会の範囲） 

第３条 奨励金の交付対象とする大会の範囲は、国際大会（オリンピック、世界選手権大

会、アジア選手権大会等）、全国大会及び北信越大会等（県予選会、選考会等の選抜手

続きを経たものに限る。）であって、国、公益財団法人日本スポーツ協会（加盟団体を

含む。）又はこれらに準ずる団体が主催する大会（以下「全国大会等」という。）とす

る。 

（奨励金の額） 

第４条 奨励金の額は次のとおりとする。 

大会規模 個人（１人当たり） 団体（１団体当たり） 

国際大会 30,000円 100,000円 

全国大会 5,000円 30,000円 

北信越大会等 3,000円 10,000円 

（交付申請） 



第５条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、スポーツ大会

出場奨励金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、全国大会等の開催期

日までに市長に提出するものとする。 

(1) 予選大会の開催要項及び結果のわかる書類 

(2) 全国大会等の開催要項又はこれに準ずる書類 

(3) 全国大会等の出場者名簿又は当該全国大会等の開催要項に基づく登録者名簿 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、交付の可否を決定し、交付を認めた

ものについては、スポーツ大会出場奨励金交付決定通知書（様式第２号）により申請者

に通知するものとする。 

（結果報告） 

第７条 奨励金の交付決定を受けた者（以下「奨励金交付決定者」という。）は、全国大

会等の終了後、速やかにスポーツ大会出場結果報告書（様式第３号）を市長に提出しな

ければならない。 

（交付の時期） 

第８条 奨励金は、全国大会等が終了した後に交付するものとする。ただし、市長が認め

るときは、全国大会等が開催される前に奨励金を交付することができる。 

２ 奨励金交付決定者は、前項の規定により奨励金の交付を受けようとするときは、スポ

ーツ大会出場奨励金交付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（奨励金の取消） 

第９条 市長は、次の各号いずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができ

る。 

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、不当に奨励金の交付を受けようとしたこと

が判明したとき。 

(2) 全国大会等に出場しなかったとき。 

（奨励金の返還） 

第10条 市長は、前条の規定により奨励金の交付を取り消した場合において、当該奨励金

がすでに交付されているときは、その返還を求めることができる。 



（適用除外） 

第11条 次の各号いずれかに該当する場合は、この要綱を適用しない。 

(1) 市内の学校に在学する者で、千曲市小・中学生クラブ・部活動大会等出場補助金

交付要綱（平成16年千曲市教育委員会告示第２号）及び千曲市少年スポーツ活動各種

大会等出場補助金交付要綱（令和７年千曲市告示第56号）に基づく補助金の交付を受

けて全国大会等に出場する場合 

(2) 他の自治体から補助金等の交付を受けて出場する場合 

（補則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市スポーツ大会出場奨励金交付要綱

（平成22年千曲市教育委員会告示第３号）の規定によりなされた決定、手続その他の

行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。



様式第１号(第５条関係) 

 

スポーツ大会出場奨励金交付申請書 

 

年  月  日     

 

 （宛先）千曲市長 

 

申請者 住 所                     

 

氏 名                     

(団体の場合は、団体名及び代表者の氏名) 

連絡先                     

 

 千曲市スポーツ大会出場奨励金の交付を受けたいので、千曲市スポーツ大会出場奨励金

交付要綱第５条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

1 大 会 名 称 
  

2 大 会 期 日     年  月  日 ～    年  月  日 

3 大 会 会 場 
  

4 出 場 種 目 
  

5 添 付 書 類 

(1) 予選大会の開催要項及び結果のわかる書類 

(2) 全国大会等の開催要項又は準ずる書類 

(3) 全国大会等の出場者名簿又は開催要項に基づく登録者名簿 

※(3)は「団体競技」の場合のみとし、氏名の他に住所についても表示

すること 



様式第２号(第６条関係) 

 

スポーツ大会出場奨励金交付決定通知書 

 

千曲市指令  第  号   

年  月  日   

 

          様 

 

千曲市長        

 

   年  月  日付けで申請のあった千曲市スポーツ大会出場奨励金について、下記

のとおり交付決定したので、千曲市スポーツ大会出場奨励金交付要綱第６条の規定により

通知します。 

 

記 

 

1 奨励金の額          円 

 

 

2 氏名又は団体名 

 

 

 

3 大会名及び出場種目名 

 

 

 

4 大 会 期 日 

 

 

 

5 備 考 

  ※奨励金交付対象 第2条( )に該当 

 

 

 

 

 大会終了後、速やかに「スポーツ大会出場結果報告書(様式第3号)」を提出してください。



様式第３号(第７条関係) 

 

スポーツ大会出場結果報告書 

 

年  月  日    

 （宛先）千曲市長 

 

申請者 住 所                     

 

氏 名                     

(団体の場合は、団体名及び代表者の氏名) 

連絡先                     

 

   年  月  日付け、千曲市指令 第   号で千曲市スポーツ大会出場奨励金の

交付決定を受けた大会に出場したので、千曲市スポーツ大会出場奨励金交付要綱第７条の

規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

1 大 会 名 称 
  

2 大 会 期 日     年  月  日 ～    年  月  日 

3 大 会 会 場 
  

4 出 場 種 目 
  

5 大 会 成 績 

  



様式第４号(第８条関係) 

 

スポーツ大会出場奨励金交付請求書 

 

年  月  日  

 

 （宛先）千曲市長 

 

住 所                     

 

氏 名                  印  

(団体の場合は、団体名及び代表者の氏名) 

連絡先                     

 

   年  月  日付け、千曲市指令 第    号で交付決定のあった千曲市スポー

ツ大会出場奨励金を下記のとおり交付してください。 

 

記 

 

1 奨励金交付決定額          円 

       奨励金決定額に対する今回の請求額         円 

   (全国大会等開催前に交付された奨励金額         円) 

 

 

 

2 奨励金の振込み口座 

金融機関名 銀行・信用金庫・農協・信用組合      本・支店  

預 金 口 座 普通・当座 口座番号 
              

  (フリガナ) 

  名 義 人 

 

 


